
質 問 に 対 す る 回 答 
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 質問のあった日 質問内容 回答 

１ 令和７(2025)年 

６月 20日 

 調査項目について、スクリーニング設問 5 問、本調査 20 問と記

載がありますが、調査会社ごとの無料設問は考慮していない想

定で良いでしょうか。 

また、マトリクス設問は無しの想定で良いでしょうか。 

 

 調査項目について、県が提示する設問（スクリーニングを含む）

は見積の積算対象と想定しています。 

 なお、スクリーニング調査及び本調査の設問数は、あくまでも例

示ですので、調査によっては設問数が前後する可能性がありま

す。 

また、調査によってはマトリクス調査を設ける可能性がありま

す。 

２ 令和７(2025)年 

６月 24日 

有効回収サンプル数について、各調査 1,000サンプル以上と記

載がありますが、現状の条件で回収が難しい場合、③の調査に

ついては年齢層の拡大を想定しているとあるため緩和ができると

の認識ですが、①②の調査については 1,000 サンプルの回収が

必須になるのか、緩和であればどこまで緩和可能なのか 

 ③においても緩和しても 1000サンプル以上の回収ができない場

合、他の条件での緩和が可能なのか 

委託業務仕様書の４業務内容における①②の調査について、

各 1,000 サンプル以上の回収が難しい場合は、年齢層の拡大等

によりサンプル数を補填することも想定しています。なお、サンプ

ル数の補填方法は企業によって最適な方法が異なると考えられ

ますので、企画提案書に補填方法をご提示いただき、最優秀提

案者決定後の仕様書協議にて決定することといたします。 

③についても上記と同様、1,000 サンプル以上の回収が難しい

場合は、企画提案書に補填方法をご提示ください。 

３ 令和７(2025)年 

６月 24日 

モニターの保有状況について、保有モニター数の提示ではな

く、実際の最大回収数想定の提示でも大丈夫でしょうか。 

 審査の公平性を確保する観点から、同一条件にて評価を実施し

たいため、保有モニター数をご提示ください。 

 

 

 

 



 質問のあった日 質問内容 回答 

４ 令和７(2025)年 

７月２日 

サンプル数についてご質問です。 

ご希望の対象者条件が集まらない場合は、年齢層の拡大によ

りサンプル数の補填をご検討されているとのことですが、 

そうした条件緩和でも 1000ss の回収が難しい場合以下のどち

らを最低ラインとしてお考えになられておりますでしょうか。 

１）1000ss まで集まることを最低条件とし、目的と多少異なる条

件でもサンプル数の確保を優先する。 

２）調査の目的に合った対象者条件で可能な限り条件の緩和を

行い、最終的にベストエフォート（実数）でのご納品とする。 

サンプル数の条件を調整しても 1000 サンプルの回収が難しい場

合、契約期間との兼ね合いもございますので、調査ごとに協議の

うえ、検討したいと考えております。 

５ 令和７(2025)年 

７月２日 

③の調査について 

『高校生の県内就職率の向上を図るため、高校卒業後就職し

た者の就職先の選択 に関する要因を明らかにし、県内就職促進

の施策検討のための調査を実施する。』という目的の基、対象者

条件をご設定された認識ですが、条件の緩和の際に参考にした

く、出身地が４件、就職地が 19 都府県である理由・背景をご教示

いただきたいです。 

（例：出身地に関しては人口が近い件を抽出 など） 

 対象者都道府県設定の背景は以下のとおりです。 

出身地４県：県内就職率が上位であり、本県と経済規模や地理的

環境等が近い県 

就業地 18都府県：上記４県からの県外就職者が多い都府県 

６ 令和７(2025)年 

７月２日 

通常 webアンケート以外の手法についてのご確認 

①②③すべての調査にて、サンプル数が集まらない見込みの

場合、住民基本台帳などのリストをご共有いただくことは可能でし

ょうか。 

 Webアンケート以外の手法は想定しておりません。Webアンケー

トでサンプル数が集まらない場合は、条件を調整することとしてお

ります。 

 

 

 

 



 質問のあった日 質問内容 回答 

７ 令和７(2025)年 

７月２日 

ご予算に関するご確認 

1000ss を集めるための手法としてはいくつかあるものの、費用

がご予算を上回る想定です。 

記載されている金額は上限であるという認識ですが、相違ござ

いませんでしょうか。 

※手法によってはご予算の調整も可能である場合は、その旨

ご教示いただけますと幸いです。 

 相違ございません。記載されている金額が上限であり、予算の

調整はできません。 

８ 令和７(2025)年 

７月２日 

辞退の際の手続きについて 

調査の実施が難しい場合、辞退の手続きに関する具体的な記

載が確認できませんでしたが、何か特別な手続きが必要になりま

すでしょうか。 例えば、辞退に際して辞退書のご提出が必要であ

る等、具体的な対応がございましたら、念のためお教えいただけ

ますと幸いです。 

 参加資格確認申請から企画提案書提出までの期間中の辞退手

続きについて、辞退される場合は７月 29日（火曜日）正午までに、

任意の様式にて辞退書をご提出ください。 

 


